
お問い合わせ先：札幌市水道局総務部総務課契約係   

 

地域貢献Ⅰ型・Ⅱ型、一括審査Ⅰ型・Ⅱ型、一括審査測量業務型、設計業務型及び一

括審査設計業務型における評価項目「本市の社会資本を支える地元企業の契約件数の状

況」について、下記のとおり評価基準の金額が変更となります。 

改正前 

地域Ⅰ・Ⅱ 

一括Ⅰ・Ⅱ 
当初設計金額 250 万円超の工事が対象 

一括測量 当初設計金額 10０万円超の測量業務が対象 

設計 

一括設計 
当初設計金額 10０万円超の設計業務が対象 

改正後 

地域Ⅰ・Ⅱ 

一括Ⅰ・Ⅱ 
当初設計金額 400 万円超の工事が対象 

一括測量 当初設計金額 20０万円超の測量業務が対象 

設計 

一括設計 
当初設計金額 20０万円超の設計業務が対象 

ただし、令和 8 年度においては、令和 8 年 1 月 30 日から令和 8 年 3 月 31 日の間

に発注した当初設計金額 250 万円超の工事（測量及び設計の場合は 100 万円超）の案

件についても、契約件数として評価いたします。 

 

令和 3 年 3 月 29 日付で通知しました「工事における着手届の労災保険加入の確認方

法について」において、労災保険加入の確認を行う対象工事についてお知らせしており

ましたが、下記のとおり対象工事の金額が変更になります。 

改正前 設計金額 250 万円超の工事 

改正後 設計金額 400 万円超の工事 

 

 

令和 8 年 4 月 1 日以後に告示する案件から適用 

 

札幌市水道局にて令和８年 4 月１日以降に告示する工事及び工事に係

る業務（以下「工事等」という。）につきまして、関係規程の改正に伴い、

下記のとおり取扱いが変更となりますのでお知らせいたします。 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


